
情報通信審議会 情報通信技術分科会（第５１回）議事録 

 

第１ 開催日時及び場所 

   平成 19 年 7 月 26 日(木) 10 時 00 分～11 時 05 分 

 於、第１特別会議室 

第２ 出席した委員等（敬称略） 

（1） 委員 

宮原 秀夫（分科会長）、土居 範久（分科会長代理）荒川 薫、後藤 滋樹、酒

井 善則、坂内 正夫、清水 英一、土井 美和子、根元 義章、御手洗 顕、 

                          （以上１０名） 

（2） 専門委員 

杉浦 行、若尾 正義 

第３ 出席した関係職員 

(1) 情報通信政策局 

小笠原 倫明（情報通信政策局長）、河内 正孝（審議官）、 

 

(2) 総合通信基盤局 

寺﨑 明（総合通信基盤局長）、田中 栄一（電波部長）、 

安藤 友裕（総合通信基盤局総務課長）、富永 昌彦（電波政策課長）、 

渡辺 克也（移動通信課長）、杉浦 誠（電波環境課長） 

 

(3)  

今林 顯一 （情報通信政策局総務課長） 

第４ 議題 

  （１）答申事項 

     ア.「国際無線障害特別委員会（ＣＩＳＰＲ）の諸規格について」のうち「音声

及びテレビジョン放送受信機並びに関連機器の無線妨害波特性の許容値及び測

定法」、「情報技術装置からの無線妨害波特性の許容値及び測定法」及び「無線

妨害波及びイミュニティ測定装置の技術的条件」について【昭和６３年９月２

６日付 電気通信技術審議会諮問第３号】 
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     イ.「国際無線障害特別委員会（ＣＩＳＰＲ）の諸規格について」のうち「２０

０７シドニー総会の対処方針」について【昭和６３年９月２６日付 電気通信

技術審議会諮問第３号】 

     ウ.「携帯電話等の周波数有効利用方策」のうち「携帯電話用及びＰＨＳ用小電

力レピータの技術的条件」について【平成７年７月２４日付 電気通信技術審

議会諮問第８１号】 

  （２）報告事項 

     「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「小電力を用い

る自営系移動通信の利活用・高度化方策に係る技術的条件」について【平成１

４年９月３０日付 諮問第２００９号・検討開始】 

  （３）分科会長の選出及び分科会長代理の指名について 
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開  会 

 

○宮原分科会長  それでは、時間になりましたので、ただいまから情報通信審議会情報

通信技術分科会第５１回会議を開催いたします。 

  本日は１６名中１０名が出席いただいておりまして、定足数を満たしております。ま

た、審議事項の説明のために東北大学名誉教授の杉浦専門委員、社団法人電波産業会専

務理事の若尾専門委員にご出席をいただいております。よろしくお願いいたします。 

  それから、本日の会議の模様はインターネットにより中継しておりますので、あらか

じめご了承のほどをお願いしたいと思います。 

  まず、会議に先立ちまして、先日総務省におきまして人事異動がございましたので、

総務省の方は順にごあいさつをいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○寺﨑総合通信基盤局長  ６日付で総合通信基盤局長を拝命いたしました寺﨑でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○田中電波部長  １０日付で電波部長を拝命いたしました田中でございます。よろしく

お願いいたします。 

○安藤総合通信基盤局総務課長  同じく１０日付で基盤局総務課長を拝命いたしました

安藤と申します。よろしくお願いいたします。 

○富永電波政策課長  電波政策課長の富永でございます。引き続きよろしくお願いいた

します。 

○渡辺移動通信課長  １０日付で移動通信課長を拝命しました渡辺でございます。よろ

しくお願いいたします。 

○杉浦電波環境課長  電波環境課長の杉浦です。引き続きよろしくお願いいたします。 

○小笠原情報通信政策局長  ６日付で情報通信政策局長を拝命しました小笠原でござい

ます。委員の方々、よろしくお願いいたします。 

○河内審議官  １０日付で官房審議官を拝命いたしました河内でございます。引き続き

よろしくお願いいたします。 

○今林情報通信政策局総務課長  情報通信政策局総務課長を拝命いたしました今林と申

します。よろしくお願いいたします。 

○宮原分科会長  ありがとうございます。どうかよろしくお願いいたします。 
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  それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいります。本日の議題は、

答申事項３件、報告事項１件、その他の計５件でございます。 

  初めに、答申事項より審議いたしたいと思います。 

 

議  題 

 

  （１）ア.「国際無線障害特別委員会（ＣＩＳＰＲ）の諸規格について」のうち「音声

及びテレビジョン放送受信機並びに関連機器の無線妨害波特性の許容値及

び測定法」、「情報技術装置からの無線妨害波特性の許容値及び測定法」及び

「無線妨害波及びイミュニティ測定装置の技術的条件」について 

【昭和６３年９月２６日付 電気通信技術審議会諮問第３号】 

 

○宮原分科会長  電気通信技術審議会諮問第３号、「国際無線障害特別委員会（ＣＩＳＰ

Ｒ）の諸規格について」のうち「音声及びテレビジョン放送受信機並びに関連機器の無

線妨害波特性の許容値及び測定法」、「情報技術装置からの無線妨害波特性の許容値及び

測定法」及び「無線妨害波及びイミュニティ測定装置の技術的条件」について、調査検

討を行っていただきましたＣＩＳＰＲ委員会の主査をお願いしております杉浦専門委員

のほうからご説明をお願いいたしたいと思います。ではよろしくお願いいたします。 

○杉浦専門委員  ＣＩＳＰＲ委員会の主査を務めさせていただいております杉浦です。

お手元の資料５１－１－１に基づいて、簡単にかいつまんでご紹介申し上げます。 

  本日ご審議いただくのは、ここに書いてございますように、ただいま委員長からご説

明がございましたように、ＣＩＳＰＲ規格にはいろいろございまして、そのうちの放送

受信機に関するもの、それからもう１つはコンピューターに関するもの、それからあと

一般的なＥＭＣの測定装置の規格に関するものを今回ご審議いただきたいと考えてござ

います。 

  まず、ＣＩＳＰＲはあまりおなじみでないかと思いますので、ＣＩＳＰＲの概要につ

いてお手元の資料の１２ページにカラー刷りで簡単にまとめてございます。ごらんいた

だければおわかりだと思いますけれども、ＥＭＣの問題というのは２種類ございます。

上に書いてございますように、エミッションとイミュニティでございます。エミッショ

ンというのは、例えばテレビとかパソコンとか、あるいは自動車などいろいろなものか
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ら不要な電磁波が出ています。電磁波というのは電磁エネルギーの形態としては２種類

ございまして、低周波ですと、主に、例えば電源線あるいはインターネットケーブルあ

るいはいろいろなＵＳＢのケーブルなどを伝わって外に漏れるいわゆる伝導性妨害波と

いうのがございます。そのほかに周波数が高くなると、我々が使っているコンピュータ

ーからも電磁波が出ています。それが通信あるいは放送に影響する。だから、そういう

ものから出てくる電磁波で、不要な電磁エネルギーをある一定レベル以下に抑えるため

の国際規格をＣＩＳＰＲでつくっております。 

  それからもう１点は、例えばテレビとかコンピューターとかいろいろなものに外から

強い外来波が入ります。例えば強い電波が入って画像が乱れるとか、あるいは電源線か

らインパルスが入って電源が落ちるとか、そういうような伝導性あるいは電磁波として

は放射性の外来波が入ってきて、それによって機器の誤動作あるいは障害を与える。こ

れに対して、どれぐらいのレベルの強いものが入ってきても誤動作しないようにしなさ

いという規格、これをイミュニティ規格といいます。イミュノロジーというのは免疫と

いう意味でございます。そういうイミュニティ規格とエミッション規格、特に民生品に

ついて国際的な規格をつくっているのがこのＣＩＳＰＲでございます。これはここに書

いてございますように、１９３４年に、非常に古くから創設されておりまして、今現在、

４０カ国ぐらいが参加しております。３年ごとに総会があって、その下にサブコミッテ

ィー、小委員会というのがございます。Ａが測定法、Ｂが高周波利用設備、Ｄが自動車、

Ｆが家庭用電気機器、Ｈが一般的な、ジェネラルなリミットを決めるやり方でございま

す。それからＩがマルチメディア機器、これはコンピューターからテレビからすべての

機器です。ここでは幹事国を日本が２つとっております。幹事国というのは、いろいろ

事務作業をやったりセクレタリーを出したり、いろいろなことをして委員長あるいは委

員会の審議を助けるということをやっております。そのほかに、この下にワーキンググ

ループあるいはアドホックのワーキンググループが多数ありまして、年に数回会議を持

っております。 

  その下に主なＥＭＣ規格がございます。例えばＳＣ－Ｂの担当でございますと、ここ

に書いてございます電子レンジ、電磁調理器、あるいはＭＲＩの装置とか我々がよく使

っているスペクトラムアナライザーとかオシロスコープとか、そういうものはすべてそ

こから出てくる電磁エネルギーの問題をやっております。それからサブコミッティーＤ

というのは主にモーターボートとか内燃機関あるいは自動車の中に入る電子機器につい
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てのＥＭＣ規格をつくってございます。 

  それからＦというのは一番大昔からある委員会でございまして、家庭用電気機器、我々

が使っているすべての電気機器、ここに書いてございます照明機器から洗濯機から冷蔵

庫からクーラーから、最近は電気炊飯器まで、これは日本独特の機器ですけれども、一

応国際規格に載っております。 

 それからサブコミッティーＩというのは、これはもうご承知のコンピューターあるいは

ＤＶＤあるいはプリンターとかそういうたぐいのものです。すべてＥＭＣ規格について

国際的な合意をとっております。 

  その次の１３ページ、１４ページに国際規格番号と中身が書いてございます。本日、

ご審議いただきますのは、そこに書いてございますＣＩＳＰＲ１３の４.２版の関係と、

ＣＩＳＰＲ１６、１６もいろいろございますけれども、１６－１測定装置全般について

ご審議いただく。さらに次のページに行きまして、ＣＩＳＰＲ２２、情報技術装置の無

線妨害、要するにコンピューターとかプリンターあるいは電子プロジェクターとかそう

いうたぐいがすべて関係しております。 

  ということで、こういう国際規格ができまして、ＣＩＳＰＲ委員会としては、もちろ

んこの国際規格の段階で我々は関与しておりまして、いろいろな我が国の意見あるいは

我が国の研究成果をここに反映しております。本日、今申し上げました３つの国際規格

について国内答申案をつくりましたので、国内規格としてご審議いただきたいと考えて

おります。 

  まず、本文に戻りまして１ページ目には、審議経過といたしましてＣＩＳＰＲ１６、

これは測定器関係でございますが、それをＡグループで担当しております。次のページ、

ＣＩＳＰＲ１３及び２２というのは、先ほど申し上げましたＩグループが担当しており

ます。これらのグループがいろいろと検討して、それを親委員会、ＣＩＳＰＲ委員会に

上げまして、あと、この２ページの（３）に書いてございますように意見聴取を行いま

して、基本的に意見が出ませんでしたけれども、それを含めてＣＩＳＰＲ委員会として

本日ご提示申し上げます案をお諮りいただきたいと考えております。具体的な答申は非

常にボリュームが厚くて、この青い本にすべて入っております。この１冊が答申でござ

いまして、この途中３分の２ぐらいのところに黄色い表紙がありますが、それ以前が本

日ご審議いただきます答申案でございます。それからその後ろに、国際規格を国内で訳

したという訳がございます。基本的にいうと我々の作業としては、まず日本語訳にする、
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それから従来の国内規格とどれぐらい違うかを審議します。その後、さらにそれをまと

めて、この前半３分の２の分厚い資料となっております。 

  かいつまんでご紹介しますと、本文の３ページの５.１はＣＩＳＰＲ１６で、妨害測定

機器関係でございます。５.１.１に書いてございます第１編、第２編、パート１からパ

ート５までございまして、パート１というのは基本的に申し上げますと測定器です。高

周波の電圧測定器でございます。先生方ご存じの測定器でいいますとスペクトラムアナ

ライザーのたぐいだとご理解いただければ結構でございます。そのスペクトラムアナラ

イザーの基本的な特性を定めている。一般的なスペクトラムアナライザーはいろいろな

規格がございますけれども、ＥＭＣで使う場合はこうでなければいけないという規格を

第１編で示しております。したがって、ただ、スペクトラムアナライザーでいうと一般

的な規格はございませんので、この第１編に書かれている規格がまず基準になります。

お使いになられる先生方あるいは一般の方々がお使いになられる測定器、スペクトラム

アナライザーの基準がこの第１編になります。 

  それから第２編は、電源線伝導あるいはインターネットケーブル、１０ＢＡＳＥ－Ｔ

とか、そういうたぐいのケーブルに漏れる伝導妨害波を測るための補助装置です。いわ

ゆる電源線と今申し上げました電圧測定器のカップリングをするものでございます。 

  同じく第３編は放射妨害波電力の測定をするものです。 

  それから第４編は放射妨害波、アンテナ関係です。例えば電波を測るとかいうときの

アンテナ、市販のアンテナはすべてこの規格を満足するようにつくられております。一

般に、例えば放送波のレベルを測るとか、あるいは一般的な電子レンジの電磁波のレベ

ルを測るとか、そういうたぐいのものはすべてこの第４編の放射妨害波の規格にのっと

っています。 

  それから第５編は、そのアンテナをキャリブレーション、較正をするときに、そのア

ンテナの特性を測るときに、その測定場がどうでなければいけないかという規格でござ

います。 

  ３ページ目の一番下に５.１.３がございまして、国内規格の現在の規格、既に１０年

ぐらい前に答申をいただいておりますけれども、その規格からの差異が、その次の４ペ

ージ目に書いてございます。１０年ぐらい前まではあまりコンピューターのクロックが

速くなかったせいもありまして、測定器関係はすべて１ＧＨｚ以下でとまっておりまし

た。それが今回、１ＧＨｚから１８ＧＨｚまで測るというための装置をまず検討しまし
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ょうということで規定がされております。さらに、ご承知のようにデジタル通信が多く

なりましたので、雑音測定も平均値とか実効値とかそういうレベルじゃなくて、振幅確

率、振幅の時間率をはかりましょうというものを規定しております。このＡＰＤ測定装

置の機能は、我が国の研究成果をそのまま反映しております。 

  それから主なところでいいますと、次の４ページの下のほうの５.１.３.４、第４編で

ございます。第４編もここに書いてございますように１から１８ＧＨｚのアンテナの試

験場とかあるいはアンテナのたぐいの試験法について規格を決めてございます。同じく

１ＧＨｚ以下の場合についても電波無反射室、電波暗室を使う場合のいろいろな問題点

について測定法について規定しております。 

  それから第５編は、そのアンテナをキャリブレーションするための場所の規格をつく

っております。 

  我が国からの寄与としては、最初の測定用受信機、ＡＰＤ関係、それから言い忘れま

したが、伝導妨害波の補助装置、第２編に関していうと我が国から提案しております容

量性電圧プローブが採用されております。それから第４編でいうと、アンテナのいろい

ろな諸特性について我が国の研究成果を出しております。それから第５編の試験場の問

題も、数値とかそういうものすべて、かなりの部分が日本から出ております。 

  その次に、測定器関係ではございませんで、次のページに移りまして、放送用受信機、

音声、テレビジョン放送受信機及びこれにつながる装置です。昔でいうとビデオテープ

レコーダーあるいは今ですとＤＶＤとかそういうような装置です。それからチューナー

のセットボックスとかそういうものを含めた規格がＣＩＳＰＲ１３でございます。真ん

中から下の５.２.３で、従来の国内規格と違った点について書いてございます。これも

やはり上限周波数を３ＧＨｚから１８ＧＨｚに拡大し、許容値とか測定法を決めようと

いうことが規定されております。同じく、最近はいろいろなチューナーカード、チュー

ナー単体の小さなものが市販されて利用されております。それに関する妨害波特性を調

べるということで、そのための測定法、許容値が新たに規定されております。 

  それからその次の６ページの真ん中の５.３、ＣＩＳＰＲ２２関係でございます。これ

はコンピューター、情報技術装置、ＩＴ装置に関する妨害波の許容値及び測定法を決め

ているものでして、７ページ目の中段から下、５.３.３、現行規格からのずれ、主な変

更点でございます。基本的に申しますと、５.３.３.１、通信ポート伝導コモンボード妨

害波について、通信ポートと申しますのは、先ほど申し上げました我々がよく使う１０
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ＢＡＳＥ－Ｔのポートから妨害波が出ますが、その許容値とか測定法を決めております。 

  その次の８ページで、さらに先ほどの放送受信機と同様に１ＧＨｚから６ＧＨｚまで

の許容値と測定法を決めております。 

  そういうようなことで、一応これまで、１０年ぐらい前に前回の答申をいただきまし

て、それからの変更点を調べて、９ページにＣＩＳＰＲ委員会の委員の名簿がずっと書

いてございます。ＣＩＳＰＲ親委員会、それからＡが測定器、Ｉがコンピューター関係

です。ここに書いてございますように、我が国の大学あるいは国立研究機関及び各工業

会、主たる関連のあるメーカーさんとか、そういう方々のご協力を得て鋭意審議してま

いった次第でございます。よろしくご審議いただきたいと思います。 

○宮原分科会長  ありがとうございました。 

  ただいまいただきました説明につきましてご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

  どうぞ。 

○根元委員  ＥＭＣの規格というのを非常にいい形で、我が国がこの国際規格にコント

リビュートできているというのは非常にいいと思うのですが、１つお伺いいたします。

ターゲットとなった周波数が高くなったというのは理解できるわけですが、現実、実際

１８ＧＨｚにしてもそういう装置とかが世の中にあるわけですよね、スペクトラムアナ

ライザーにしてもいろいろな受信機にしても。 

○杉浦専門委員  はい。 

○根元委員  その今使われている規格というのは、これが設定されることによって大き

く影響を受けるかどうか。逆に言いますと、今使われているものはほとんどこの規定を

クリアしているかどうか、個別対応になるかもしれませんが、その感触というか、それ

はいかがでしょうか。 

○杉浦専門委員  例えば今、先生がご指摘になられましたスペクトラムアナライザーで

申し上げますと、これは従来から、大昔からスペクトラムアナライザーというのは皆さ

んが利用されております。それに伴い、ただ、例えば帯域幅とか中間周波数帯域の帯域

幅とかそういうものは、例えば分解能帯域幅と我々は称していますけれども、１ＭＨｚ

というような規定をしても、これは各メーカーさんによって全部違っております。だか

ら、同じパルスをはかったとしても、測定器のメーカーさんによって尖頭値は異なりま

す。現状の新しい今の規格で申し上げますと、市販の測定器は、徐々にそういう規格を

満足するように修正されつつあります。スペクトラムアナライザーというのは大昔から
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ございますので、急に全部が変わるわけではございませんので、特に妨害波の場合は正

弦波を測るわけではない、放送波を測るわけじゃなくて、パルスを測るということを考

えておりますので、ダイナミックレスポンスがきちっと規定されなきゃいけないわけで、

そういうものを満足するスペクトラムアナライザーというのはなかなかなくて、徐々に

何社か、今、３社ぐらいはそういうのを導入しております。徐々にそういうものになっ

てくるだろうと考えております。 

○根元委員  ありがとうございます。 

○宮原分科会長  ほかにご質問ございませんでしょうか。 

  よろしいでしょうか。ほかに質問、ご意見がございませんようでしたら、本件は資料

５１－１－３の答申案どおり答申したいと思いますが、いかがでございましょう。よろ

しゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○宮原分科会長  ありがとうございます。それでは、案のとおり答申することといたし

ます。 

 

  （１）イ.「国際無線障害特別委員会（ＣＩＳＰＲ）の諸規格について」のうち「２０

０７シドニー総会の対処方針」について 

【昭和６３年９月２６日付 電気通信技術審議会諮問第３号】 

 

○宮原分科会長  次に、電気通信技術審議会諮問第３号、「国際無線障害特別委員会（Ｃ

ＩＳＰＲ）の諸規格について」のうち「２００７シドニー総会の対処方針」について、

調査検討を行っていただきましたＣＩＳＰＲ委員会の主査でございます杉浦専門委員に

よりご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○杉浦専門委員  引き続いてご説明申し上げます。資料は５１－２－１でございます。

ＣＩＳＰＲ委員会報告、ＣＩＳＰＲ委員会の審議状況及びシドニー総会対処方針でござ

います。 

  先ほど申し上げましたように、ＣＩＳＰＲの総会は主にマネジメントをやる会議でご

ざいますけれども、ＣＩＳＰＲ総会は３年に一度行われます。なお、主にマネジメント

をやっております。その総会を機会に、この審議会でＣＩＳＰＲ委員会の活動について

簡単にご紹介申し上げるということでございます。 
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  まず、その資料の１ページ目にＣＩＳＰＲの活動が書いてございます。先ほどご説明

申し上げましたように、我が国はＣＩＳＰＲ委員会のサブコミッティーＢ及びサブコミ

ッティーＩのセクレタリアートを行っております。さらにＷＧ－２の主任とかタスクフ

ォースのリーダー、例えば私もいろいろ務めておりますけれども、エキスパートを送っ

てそういう活動に取り組んでおります。我が国のＩＥＣの活動からいいますと、ＩＥＣ

の傘下にテクニカルコミッティー、今、現に動いているテクニカルコミッティーが９０

ぐらいございますけれども、その中の親委員会あるいは小委員会の幹事国を我が国がし

ているのは１７ございます。２小委員会以上行っているのはＴＣ１００のマルチメディ

ア機器を担当しているＴＣ１００とＣＩＳＰＲだけしかございません。そういう面では

ＩＥＣの活動にも大いに我々の委員会は寄与しているものと考えております。 

  １ページ目の下のほうに我が国の国際会議への参加状況が書いてございます。これは

後ろのほうに、１４ページから１６ページに書いてございますが、最近は２５名とか２

９名ぐらい最近は参加しております。ことしのＣＩＳＰＲシドニー総会では、各工業会

あるいは工業会のＥＭＣ担当、あるいは大学の先生方あるいは国立研究機関とか、そう

いうような方々が今回の場合では三十二、三名ご参加になります。世界的に見てもこれ

だけの規模のデリゲートを維持しているのは我が国ぐらいじゃないかなと思っておりま

す。特にここの中のメンバーに、例えば今の１５ページをごらんになるとわかると思い

ますけれども、ストックホルム会議、これは去年の会議でございますけれども、２５名

のうちの半分以上が大体１０年間ぐらいこういう会議に参加しております。したがって、

逆に言えば、我々から言うと、いろいろなことを、歴史的経過も皆さん存じておりまし

て、非常に審議が楽、あるいは国際規格に貢献するのも非常に楽だと考えております。

これはこれだけの参加者を出していただいてバックアップしていただいている各企業の

方々とか工業会とかあるいは研究所の方々に、我々は非常に感謝申し上げております。 

  元へ戻りまして２ページ目の（３）、規格の審議における意見の提出、投票です。国際

規格の改正等に関する年平均７５件、これは主なものでして、実際上は、作業班のドキ

ュメントなどいっぱいありまして、非常に多くのドキュメントが我々の周りを飛び交っ

ております。そういうふうな７５件の審議、これは主に日本としての意見を出す場合の

ドキュメントを審議しております。 

  それからそのほかに、例えば今申し上げましたサブコミッティーＡにしてもサブコミ

ッティーＩにしても、年に２回ぐらいはワーキンググループの会議をやったりしており
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ます。非常に最近、私はこの会議に３０年ぐらいつき合っているわけですけれども、こ

こ５年ぐらいで非常に会議数が多くなったというのが現状でございます。それだけバッ

クアップされる企業の方とか工業会の方々は大変だと思っております。 

  ２ページ目の第４、第３２回ＣＩＳＰＲ総会（シドニー会議）の対処方針についてと

いうことでございます。これについては、先ほど申し上げましたように、主な議題がＣ

ＩＳＰＲの議長、副議長、あるいは国際機関との連携とか、そういうマネジメントに関

するものを主に扱っております。それで、具体的に申しますと、資料の２４ページをご

らんいただきたいと思います。ＣＩＳＰＲ総会への対処ということで、１、基本方針、

これはごく当然のことでございますが、下のほうですが、本総会の審議に際しては無線

通信に対する各製品の妨害波の影響を総合的に勘案し、また我が国の利益と国際協調を

考慮して大局的に対処することとする。それから主な事項については、基本的に次の議

題の２に示す対処方針に従うこととするが、審議の状況に応じて団長の指示に従い、団

長というのはこの場合、私でございますけれども、適宜対処する。なお、予測しない重

要な問題が提起された場合には、各国の動向など関連情報とともに意見を付して請訓す

ることとする。ＣＩＳＰＲ委員会の事務局は電波環境課でございますので、電波環境課

のご意見を賜るということでございます。 

  ２５ページに各議題への対処方針がございます。議長及び委員長の指名、他の国際機

関との連携、これらについては、一応いろいろな案が出ておりまして、それに対して賛

成するという格好になります。それから３番目、２００８年、来年ＣＩＳＰＲ会議を、

これはＣＩＳＰＲ全体の幹事国が英国でして、英国からの要請によりまして、日本で開

催してくれないかという要請が来まして、ＣＩＳＰＲ委員会として日本が開催するとい

うように決定しております。場所と日時は、来年の１０月２０日から２９日、大阪ワー

ルドトレードセンターにおいて開催する。事務局が電波環境課でございまして、電波環

境課のお力によっていろいろと準備を進めております。参加者は大体国内から１５０名、

これは国内は場合によってはもっと増える可能性がございます。ということで、我々が

総会として一番重要なのは、来年、２００８年に開きますから皆さん来てくださいとか、

あるいはいろいろな準備を整えるということが今回の一番大きなターゲットだと思って

おります。 

  以上でございます。よろしくご審議願います。 

○宮原分科会長  ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして何かご意見、
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ご質問はございませんでしょうか。 

  いかがでございましょうか。よろしゅうございますでしょうか。 

  それでは、質問がないようですので、本件は、資料５１－２－２の答申案どおり答申

したいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○宮原分科会長  ありがとうございます。それでは、案のとおり答申することといたし

ます。 

○杉浦専門委員  ありがとうございました。 

 

  （１）ウ.「携帯電話等の周波数有効利用方策」のうち「携帯電話用及びＰＨＳ用小電

力レピータの技術的条件」について 

【平成７年７月２４日付 電気通信技術審議会諮問第８１号】 

 

○宮原分科会長  次に、電気通信技術審議会諮問第８１号「携帯電話等の周波数有効利

用方策」のうち「携帯電話用及びＰＨＳ用小電力レピータの技術的条件」について調査

検討を行っていただきました、携帯電話等周波数有効利用方策委員会の主査をお願いし

ております若尾専門委員よりご説明をお願いいたします。 

○若尾専門委員  携帯電話等周波数有効利用方策委員会の報告概要について報告させて

いただきたいと思います。この委員会は服部先生が主査を務められておりますけれども、

本日は外国出張中ということで、主査代理の私のほうからご報告をさせていただきます。 

  それでは、資料が２点ございまして、５１－３－１それから３－２が委員会報告の本

文でございます。大変大部のものでございますので、３－１のほうの概要に基づきまし

てご報告をさせていただきたいと思います。 

  まず、本件につきましては、ことしの２月に第２４回の委員会を開催いたしまして審

議をさせていただきまして、ことしの７月、本報告案を取りまとめさせていただいてお

ります。この間、意見陳述あるいは意見の募集等を行っておりますけれども、詳細は省

略させていただきたいと思います。 

  それでは早速資料３－１の２ページ、目次がございまして、３点ほど書いてございま

す。今回審議を行いました携帯電話用及びＰＨＳ用小電力レピータの概要、それからこ

れの技術的検討を行うに当たってのベースになります干渉調査の概要、それからそれに
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基づきまして小電力レピータの具備すべき条件を技術的条件という形で取りまとめさせ

ていただいております。 

  それでは早速内容で、３ページが携帯電話とＰＨＳの加入者数の推移でございます。

皆さんよくご存じかと思いますので、細かいご説明は省略させていただきますけれども、

これをごらんいただきますように、携帯電話とＰＨＳを含めまして、日本では既に加入

者は１億を超えている状況でございます。 

  次のページへ行きまして、今回、審議をいたしました小電力レピータ導入の背景とい

うことで、上のグラフに携帯電話、ＰＨＳを使っている方のご意見等をまとめた表がご

ざいます。ちょっと字が小さくて見にくいかもしれませんけれども、こういった携帯電

話をお使いになる方の意向で一番大きなのは何かといいますと、左下に３と書いてあり

ますが、通話料が無料か安くなるなどを考え通話先に応じて使い分けている、ここでは

固定電話と携帯電話の使い分け等を聞いておりますので、利用者のご意向の一番大きい

のは５９％の方が安くなる方を使うという。ただ、その上のあたりのところに４という

ことで、固定電話を持っているが携帯電話・ＰＨＳを必ず利用するという方が約７％、

それから固定電話を持っていないので携帯電話・ＰＨＳを利用するという方は２％、こ

ういった方がだんだん増えているという状況にございます。 

  こういったものを含めて、真ん中に書いてございますように、無線局免許を持たない

不法なレピータが最近増えておりまして、特に飲食店等で不法なレピータをお使いにな

っている方が増えてきている。こういったものが既存の携帯電話以外の無線システムを

含めまして混信を受ける事案が発生しているという状況にございます。 

  これらの状況を踏まえまして、下に書いてございますけれども、携帯電話等事業者が

自宅に設置可能な小型で安価なレピータを導入することで、屋内の不感地帯の解消ある

いは不法中継装置の設置防止の推進をしたいというのが今回の目的でございます。ご承

知のように、携帯電話及びＰＨＳは既にこういったレピータが導入されておりまして、

これまでは事業者の方が個別に免許を受けまして干渉調査も行いまして、設置場所を決

めてそこに設置するというやり方で、正規のレピータは導入されております。今回はそ

ういった設置場所を限定しないで自由に使えるような形でこういったレピータを導入す

るための技術的条件を検討しようというものでございます。 

  次のページに一般的な小電力レピータの構成ということで、携帯電話とＰＨＳは若干

システム構成が違いますので２つに分けて書いてございますけれども、まず上が携帯電
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話用でございます。ご承知のように携帯電話につきましては基地局で周波数等を集中制

御する方式でございますので、基本的にはレピータで勝手に周波数を選択いたしますと、

全体のシステムといいますか、周波数配置が乱れますので、基本的にはレピータの屋外

器で受信いたしまして、有線で中へ持ってきまして屋内器で放射する。この場合、基地

局側で周波数をコントロールしておりますので、同一周波数を単純に増幅して送信する

という形をとりたいというふうに今回検討しております。したがいまして、同一場所に

これを置くというのは、回り込み等ございますので、こういった有線系で場所を離すと

いう構成を考えております。 

  それからＰＨＳにつきましては、ご承知のように自立分散型でございますので、それ

ぞれの送信機が周りの環境に応じて周波数選定をするというやり方をいたしております

ので、この場合は、現在もそうですけれども、一体型で基地局からの電波を受けまして、

周りの状況を判断いたしまして、屋内に再放射をする構成になっております。 

  ６ページには、既にご説明いたしましたけれども、この調査を行った方向性が書かれ

ております。基本的には、現行制度というところに書いてございますように、現在、携

帯電話等のレピータは、他の無線局への干渉を防止するために設置場所を特定した上で

個別に免許をしております。そのためにいろいろな手続が必要になります。そこで、小

電力レピータにつきましては、他の無線局への混信のおそれが小さいことから、個別免

許手続の不要な包括免許または登録局の対象とすることの可否について今回調査を行い

ました。包括免許等の対象とする条件として他の無線局に干渉を与えないための技術的

条件をまとめるというのが今回の調査の目的でございます。これができれば、最後のと

ころに書いてございますけれども、免許手続等の簡素化により、利用者の要望に応じた

迅速な小電力レピータの設置が可能になるというものでございます。 

  次のページに、今申し上げました表で免許形態の比較ということで、技術な内容では

ございませんので詳細な説明は省略させていただきますけれども、現行のレピータから

小電力レピータに移った場合の大きな特徴だけを申し上げますと下線の部分でございま

す。携帯電話用で申し上げますと、まず包括免許になるというのが１点目。２点目が、

事業者が一括して事前に免許申請が可能である。したがいまして、特に場所を特定する

などの必要は一切なくなります。それが３番目の点でございます。それからユーザーが

自由に操作する。これまでですと無線従事者による操作というのが必要だったわけです

けれども、そういったものが必要なくなります。基本的にはＰＨＳレピータも同じでご
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ざいますけれども、こちらは包括免許ではなくて登録。乱暴に申せば、登録というのは

事前、事後を含めて登録すればよいという制度でございまして、一種の届出のようなも

のでございます。ＰＨＳの場合は、先ほど申し上げましたように、分散制御でキャリア

センス等で他に混信を与えない機能を持っておりますので、こちらについては登録でい

いだろうということにいたしております。 

  ８ページが、先ほど申し上げましたように、場所を限定しないで自由にこういった小

電力レピータの設置した場合、どういった干渉を生ずるかという点から、今回検討いた

しました干渉調査の組み合わせが８ページでございます。最初の欄に携帯電話用及びＰ

ＨＳ用レピータの使用周波数、現在、携帯電話は８００ＭＨｚの周波数再編の最中でご

ざいますけれども、旧と新の８００ＭＨｚ、それから新しく免許される１.５ＧＨｚ、あ

るいは既に使用されている１.７ＧＨｚ、それから２ＧＨｚにつきましてはＦＤＤとＴＤ

Ｄがございます。それからＰＨＳ。これらにつきまして隣接する無線局の名前が書かれ

ておりまして、レピータを自由に設置した場合、これらとの干渉がどうなるかという計

算をしております。 

  次のページに干渉調査の方法が書いてございます。まず１番目の、レピータがある場

所に１対１で置かれた場合にどの程度距離が必要か、干渉を与える無線局に対して距離

を置く必要があるか、あるいは干渉しないための所要改善量はどの程度かという計算を

行いました。当然、これでやりますと非常に大きな所要改善量が出てくる場合がござい

ますので、これにつきましては、②にございますように、確率的な干渉調査を行ってお

りまして、これまでこういった分野で使われておりますモンテカルロ・シミュレーショ

ンを用いまして、場所率、時間率でどの程度の干渉を与えるかという計算を実施いたし

ました。①の方法ですと、干渉を受ける位置を決めますと必ず干渉を受けますので、実

際は無差別に置くわけでございまして、また、干渉を受ける側も移動局の場合は動き回

りますので、そういった意味でのモンテカルロ・シミュレーションによりまして確率計

算をさせていただいております。３番目といたしまして、携帯電話とＰＨＳのレピータ

を同一場所で設置した場合どういうことが起こるかという、この３点について検討を行

いまして、結論だけ書いてございますけれども、本文にはこの検討が相当膨大なもので

ございました。結論が２つ書いてございまして、先ほどの干渉の組み合わせごとに調査

を行い、共存可能という結論を得たということと、ただし、一番条件が厳しい同一室内

の調査の結果等から、それぞれ３Ｇ・ＰＨＳ帯域におけるスプリアス・レベルの許容値
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を従来の基地局・端末より厳しい値としたということでございます。 

  次の１０ページが小電力レピータの基本的スペックでございます。先ほど言いました

とおり、携帯電話につきましては給電線で結ばれておりまして、ＰＨＳは一体型という

形になっております。 

  次の１１ページに空中線電力の検討結果が書いてございます。携帯電話につきまして

は、下り方向最大送信出力といたしまして、実際の環境を計算いたしまして、１キャリ

ア当たり１０ｄＢｍ程度の出力が必要ということで、携帯電話の場合、キャリア数は、

重ねて送っておりますので１１波程度が最大ということですので、この１１倍というこ

とで、１１０ｍＷ。上り方向につきましては、１ｋｍ程度の基地局の範囲を想定いたし

まして、最大４０ｍＷということにいたしております。 

  ＰＨＳ用小電力レピータにつきましては、普通の家庭用のコードレスと同じ１０ｍＷ、

それから上り方向につきましても普通の端末が現在１０ｍＷで運用されておりますので、

それと同じ電力ということにしております。 

  １２ページに、先ほど申し上げましたように、自由に設置することによって干渉を生

ずる可能性を低減するために、スプリアス領域における不要発射の強度をこれまでの通

常の基地局あるいは移動局よりきつくしておりまして、ここにございますように、携帯

電話用小電力レピータにつきましては、ＰＨＳ帯域における不要波発射レベルを１０ｄ

Ｂ低減、ＰＨＳ用小電力レピータにつきましては、３Ｇ帯域における不要波発射レベル

を５ｄＢ低減することといたしております。 

  １３ページにもう１つ、レピータといいましてもある程度帯域を持って増幅しており

ますので、ほかの事業者の電波も含めて増幅する可能性がございます。この絵で申し上

げますと、事業者Ｂのところにレピータの増幅利得ということで、帯域内ということで

これを増幅したいわけですけれども、当然、その横の帯域にはほかの事業者さんがお使

いになっている帯域があり、これが両方増幅されてくるわけですので、この場合の帯域

外の増幅度をどの程度にしたらいいかという検討を行いました。細かい説明は省略させ

ていただきますけれども、結論だけ申し上げますと、右下の箱に書いてございますよう

に、割当周波数帯域の端から５ＭＨｚ離れたところで利得３５ｄＢ以下、１０ＭＨｚ離

れた周波数において２０ｄＢ以下、４０ＭＨｚ離れた周波数において利得０ｄＢ以下と

いう増幅利得を持てば大丈夫であるという結論になっております。 

  さらに、１４ページへまいりまして、先ほど来申し上げておりますように、携帯電話
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につきましては包括免許の要件を満たす必要がございますので、そのためには（１）と

して発振防止機能、それから（２）としまして将来の周波数再編等に対応するための機

能ということで、ここには１つではなくて２つのうちいずれかの機能を具備することで

書いてございます。まず１つ目が、包括免許の対象局とするための機能ということで、

①が事業者識別符号を識別する機能、ある事業者が周波数再編で周波数を使わなくなっ

た場合、いつまでもそれを増幅しないようにする機能。それから②として定期的に事業

者特有の信号を受信する機能、受けている電波が目的とする中継すべき電波であるとい

うことを確認する機能。それから必要に応じて基地局等からの遠隔制御機能。 

  それからもう１つの方法としては、局種を陸上移動局とするための機能ということで、

携帯電話端末からレピータを制御する機能、こちらのほうも可能なようにいたしており

ます。 

  １５ページが同じようなことでＰＨＳの関係でございまして、これは先ほどご説明い

たしましたように登録ということで考えておりますけれども、これにつきましては、登

録の要件は既に省令等で決まっておりますけれども、キャリアセンス機能、それから他

ＰＨＳの識別機能、自分の増幅すべきものでないものを増幅しないという意味での識別

機能。それから制御チャネルが周波数移行する予定でございますので、そういったもの

に対応する機能というものを具備すべき機能として挙げております。 

  １６ページにご検討いただきました委員会の構成員名簿をつけさせていただいており

ます。 

  以上、簡単ではございますけれども、委員会の報告概要につきましてご説明申し上げ

ました。審議のほどよろしくお願いいたします。 

○宮原分科会長  ありがとうございました。ただいまの説明につきましてご意見、ご質

問をお願いしたいと思います。 

  どうぞ。 

○土井委員  ２点ほど教えていただきたいのですが、技術的なことではなくて恐縮なの

ですが、１点目は、今回、検討いただいた小電力レピータを用いることで、今後、不法

なレピータは減少していくと思いますが、既に設置されている不法なレピータへの対策

というのは一体どのようなことが検討されているのかというのが１点目。 

  あと２点目は登録の仕方なんですけれども、例えばレピータを買ったときにウェブで

登録できるとか、何かそういう登録しやすい方法とかそういうところはどんなふうに検
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討されているかどうか、教えていただけないでしょうか。 

○若尾専門委員  不法対策の取り締まりの状況と、登録の具体的手続ということですの

で、この報告概要とちょっと離れますので、もしよろしければ事務局のほうからお答え

いただければと思いますけれども。 

○渡辺移動通信課長  では、今の２点の関係でご説明したいと思います。 

  まず、不法関係の対策としましては、実際不法のものをつけて妨害があるとかといっ

た事象等を、私どもの総合通信局、地方にも局がございますが、そういったところでの

情報等をもとに、いわゆる捜査といいますか、探索をしながらそういったものを見つけ

て、場合によっては改善のお願いをするといった形で対応しているというのが現状でご

ざいます。今回、合法という言い方がいいかどうかはございますが、こういったものが

導入されることによって不法なものが減っていくことへの期待をしているということで

ございます。 

  登録の関係につきましては、事業者の方々が小電力レピータを導入する際に事後ある

いは事前にまとめて申請をいただくことが可能になりますので、そういった形で円滑な

対応ができるかなと思っているわけでございます。 

  以上でございます。 

○土井委員  どうもありがとうございます。 

○宮原分科会長  ほかに質問はございませんでしょうか。 

  よろしいでしょうか。ご意見がないようですので、本件は資料５１－３－３の答申案

どおり答申したいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○宮原分科会長  ありがとうございます。それでは、案のとおり答申することといたし

ます。 

  それでは、本日の答申に対しまして総務省から今後の行政上の措置についてご説明を

伺えるということでございますので、よろしくお願いいたします。 

○寺﨑総合通信基盤局長  総合通信基盤局長の寺﨑でございます。本日、３つの諮問に

対しまして一部答申をいただきましてありがとうございました。 

  ただいまいただきました答申のうち、まず１点目のＣＩＳＰＲ規格につきましては、

美しい電磁環境を維持するという観点からさまざまな検討が歴史を持った形で行われて

いるという状況でございますが、本日ご答申いただきました内容につきましては、他の
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省庁を含めた関係の規格への反映が大切だと考えておりますので、必要な対処を私ども

としてはやっていきたいと思っております。 

  それから２点目のシドニー総会への対処方針につきましては、杉浦主査からお話があ

りましたとおり、３年に一度の総会の時期がことしの秋に当たるということになります

ので、対処方針に基づきまして対応していくことが必要だと考えております。具体的に

は、我が国の利益と国際協調を考慮いたしまして、関係の出席者の方々との意思疎通を

十分に図りつつ、大局的に対処していきたいと考えています。 

  それから３点目の携帯電話用及びＰＨＳ用小電力レピータの関係でございますけれど

も、これにつきましては、安くかつ迅速に、利用者から見ると国内における通信エリア

圏外が解消されるといったような観点、さらにはご指摘が土井委員のほうからありまし

た不法中継装置の設置防止といったようなものを促進される効果もあろうかと思います

ので、私どもといたしましては、できるだけ早く技術基準などの制度整備を図って制度

化をしていきたいと考えています。 

  最後になりますが、取りまとめいただきました杉浦主査、服部主査、きょうは若尾主

査代理にご出席いただいていますけれども、はじめとしまして委員の皆様方には大変ご

熱心なご審議をいただきましてありがとうございました。厚くお礼を申し上げます。 

  今回の答申はいずれも一部答申でございますので、さらに引き続き審議が必要な事項

につきましては、また引き続きよろしくお願い申し上げたいと思います。本日はありが

とうございました。 

○宮原分科会長  どうもありがとうございました。 

 

  （２）「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「小電力を用いる

自営系移動通信の利活用・高度化方策に係る技術的条件」について 

【平成１４年９月３０日付 諮問第２００９号・検討開始】 

 

○宮原分科会長  次に、報告事項に移ります。 

  「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「小電力を用いる自営

系移動通信の利活用・高度化方策に係る技術的条件」につきまして、小電力無線システ

ム委員会が検討を開始する旨、ご報告をいただきます。事務局からお願いいたします。 

○渡辺移動通信課長  移動通信課長の渡辺でございます。では座りましてご説明させて
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いただきます。 

  資料５１－４でございます。「小電力を用いる自営系移動通信の利活用・高度化方策に

係る技術的条件」の審議開始をお願いしたいという内容でございます。本件は、いわゆ

る携帯電話等に代表される公衆系の移動通信ではなく、簡易無線といったものを含めた

いわゆる自営系の移動通信のシステムの高度化を図るための技術的条件を検討したいと

いう内容でございます。 

  次のページにポンチ絵も含めて書いてございますので、そちらのほうをご参照お願い

できればと思います。具体的にどういった自営系のシステムを対象にするかということ

でございますが、まず一番上に書いてございますが、いわゆる簡易無線の関係でござい

ます。簡易無線と申しますのは、工事現場のトランシーバーですとか、あるいはスキー

場などでの連絡とかといったことで、今、約６６万局程度の無線局が運用されておりま

すが、こういったシステムの関係で、今後デジタル方式の導入ですとかあるいは周波数

のナロー化といったことを踏まえて、システムの高度化、あるいはこれからのニーズへ

の対応を含めて図っていくための技術的な検討をお願いしたいというのが１点目でござ

います。 

  それから２点目がいわゆるラジコンの利用の関係でございます。このラジコンの関係

では、飛行の模型ですとか、車やボートの関係ですとか、おもちゃのラジコンですとか、

さまざまな形で利用されているわけでございますが、現在利用者が約１,０００万人ぐら

いいらっしゃるというふうにも伺っております。ただ、こういったものの基準といいま

すものが５０年ほど前につくられたということもございまして、当然、ほかとの干渉と

避けるという意味合いから、５００メートルぐらい離して利用するといったものをベー

スにしながら技術的条件というのが決まっているわけでございます。昨今の技術的な進

展等を踏まえ、また都市部といった電波の高密度な利用がされている地域での利用を想

定しまして、こういったラジコンの利用の関係での技術的な条件というもののご検討を

お願いしたい。 

  またさらに、一番下に書いてございますが、いわゆるテレメーターと申しまして、泥

棒防止のセンサーですとか、あるいはファミリーレストランでメニューをオーダーする

際に使われているようなシステム等ございますが、小電力のテレメーターということで、

今、実用に供しているわけでございますけれども、動物などの農作物被害を防止すると

いうことで、例えばクマなどに農作物が被害される事例が多々見受けられるわけでござ
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いますが、ただ、そういった動物等の関係でいきますと、自然保護ということもござい

まして、仮に捕まえても、殺すのではなくてまた現地に戻すという形で使われているの

が実態でございますが、そういった動物等にセンサー的なものをつけて、近くに来ます

と検知するといった農作物被害防止を含めた、若干通信距離の長いテレメーターといっ

たものの技術的な条件も含めて検討をお願いしたいということで、こういった簡易無線

の高度化あるいはラジコンの高度化、それからテレメーターのシステムの関係等を含め

てご検討をお願いしたいというものでございます。こうすることによって、自営系移動

通信のさらなる有効利用のご検討を含めてお願いしたいというものでございます。 

  また表の１ページ目に戻っていただきたいと思いますが、そういったことで今回お願

いしたいと思っておりますが、具体的な審議体制としましては、現在、小電力無線シス

テム委員会、これは森川先生に主査をお願いしてございますが、ここでの審議をお願い

できればと思っております。また、答申を予定する時期としましては、来年、平成２０

年２月ごろということでお願いできればと思っております。また、答申後の行政上の措

置でございますが、答申を踏まえまして関係省令の改正、あるいは周波数割当計画の変

更等に資してまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○宮原分科会長  ありがとうございました。ただいまの説明につきまして何かご質問、

ご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

  （３）分科会長の選出及び分科会長代理の指名について 

 

○宮原分科会長  それでは、最後になりましたが、分科会長の選出及び分科会長代理の

指名についての件でございます。 

  本件につきましては、私が本分科会をもちまして分科会長を退任したく存じますので、

後任の分科会長を互選していただくものでございます。 

  情報通信技術分科会長の選出につきましては、情報通信審議会令第５条第４項の規定

によりまして、委員の互選により選出することとなっておりますので、委員の皆様から

ご推薦をお願いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

○後藤委員  当分科会を構成している委員の先生方は、それぞれにご見識のある方々ば

かりでございますけれども、これまで分科会の会長代理をお務めになりまして豊富なご

経験をお持ちの中央大学教授土居先生が適任だと考えます。ここに土居委員をご推薦申
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し上げます。 

○宮原分科会長  ただいま後藤委員から、土居委員を分科会長にとのご推薦がございま

したけれども、皆様いかがでございましょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○宮原分科会長  ありがとうございます。それでは、土居委員に分科会長をお願いした

いと思いますので、これからの議事は土居委員によろしくお願いしたいと思います。 

○土居分科会長  土居でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。青天のへき

れきと申しますか、まさかというようなことが起こりましたのですが、皆様方もご存じ

のとおり、情報通信技術といいますのは、あらゆる活動の基盤として今後ますます重要

になってきておりますので、そこで、当分科会といたしましても効率的かつ迅速に審議

を進めて、情報通信分野のさらなる発展に寄与すべく、積極的かつ先進的な提言を行っ

てまいりたいと思いますが、何分にも微力でございますので、皆様方のご協力を得て進

めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  それでは着席させていただきまして、随分たまってきたと思うのですけれども、これ

をひとつはけさせていただくために、分科会長代理を決めさせていただきたいと思いま

す。分科会長代理は、規定によりまして分科会長が指名することになっておりますので、

私のほうから指名させていただきたいと思います。 

  分科会長代理には、技術的な観点も含めて幅広い見識をお持ちであることですので、

坂内委員にお願いしたいと思います。坂内先生、よろしいでしょうか。 

（坂内委員 承諾） 

○坂内分科会長代理  坂内でございます。ご指名いただきましたので、微力ながら務め

させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○土居分科会長  どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

閉  会 

 

○土居分科会長  以上で本日の議題は終了いたしましたということになるんだそうでご

ざいますが、何か皆様方からご意見、ご質問等ございましたらと思いますが、いかがで

しょうか。よろしいでしょうか。 

  事務局から何かございますでしょうか。 
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○今林情報通信政策局総務課長  特にございません。 

○土居分科会長  そうですか。それでは、本日の会議を終了させていただきたいと思い

ます。 

  次回の日程につきましては、別途、確定になり次第、事務局からご連絡差し上げます

ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  以上で終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 


